
 

信州スノーキッズ倶楽部 

「キャラクター」デザイン制作業務受託者公募要領 

 

 

1 趣旨 

  この要領は、「信州スノーキッズ倶楽部キャラクターデザイン制作業務」を委託する業者を選定するために 

 実施する受託者の公募(プロポーザル)に関して、必要な事項を定めるものとします。 

 

2 委託業務の概要 

  (1)業務名 

   信州スノーキッズ倶楽部キャラクター(以下「キャラクター」という。) デザイン制作業務 

  (2)業務内容 

   本業務は、キャラクターのデザインを次の考え方、別添 1「信州スノーキッズ倶楽部キャラクターデザイン 

  制作業務仕様書」(以下「仕様書」という。) に基づき制作していただくものです。 

   社団法人信州・長野県観光協会は、 全国の小学生を対象にスキー、スノーボードの楽しさを体感して頂 

  き、将来のスキー人口の底辺拡大を図り、また、信州・長野県のスキー場へのリピーター、サポーターを増 

  やすため、ジュニア層、ファミリー層が楽しめる信州スノーキッズ倶楽部(以下「倶楽部」という。)を運営して 

  おります。 

   なお、キャラクターのデザインは、特に冬の信州・長野県をイメージするアクティブなイメージで考案してく

ださい。 

  (3)履行期間 

   契約日から平成 22 年 9 月 10 日(金)までの間 

  (4)本業務の契約書案は、別添 2 のとおりです。 

 

 3 委託概算額 

  本業務の委託概算額は、金 800,000 円(消費税込み)です。 

 

 4 公募型プロポーザルへの参加 

  (1)参加資格は、デザイン制作を業とし官公庁又は民間企業の受注実績のある法人又は個人とする。 

  (2)公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申込書(様式第 1 号) を郵送またはＦＡＸにより提 

 出してください。ＦＡＸの場合は、必ず電話により着信の確認をお願いします。 

  なお、参加申し込みを表明された場合であっても、随意契約の相手方として決定されるまでは、 何時でも 

 辞退することが出来ます。 

 

 5 提案等の方法 

  公募型プロポーザルに参加される方は、以下の方法により提案してください。 

  (1)提出書類 

   ア 提案書 

    メインキャラクターデザイン 1 ポーズ、ロゴマーク又はこれに代わる物のデザイン 1 点、デザインの意図 

   等を記入してください。(白地Ａ4 縦サイズの用紙 2 枚程度、カラー印刷) 
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   イ メインキャラクターを活用した倶楽部のお楽しみ企画 

   ウ 添付書類 

    * 会社概要(企業の場合) 

    * 概算見積書 

    * 業務に携わる企画立案者、デザイナーの体制及び作業スケジュール(任意様式) 

    * 過去の制作経歴(任意様式) 

  (2)提出部数及び提出方法 

   上記(1)の提出書類を各 8 部、郵送または持参により提出してください。 

  (3)提出された提案書等の取り扱い 

   ア 提案者等の作成及び提出に係る経費は、提案者の負担とします。 

   イ 提出された提案書等は返却いたしません。 

   ウ 提出された提案書は提案者に無断で使用しません。ただし、候補者の選定を行う作業に必要な範囲 

    で複製を作成することがあります。 

   エ 提出された提案書等は、提出後に内容を変更することは出来ません。 

 

 6 公募型プロポーザル参加の条件 

  (1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者 

  (2)長野県総務部長から「管理その他の委託及び物品購入等入札参加者に係る指名停止要領」 に基づく 

   指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

  (3)長野県庁等で行う打合せ等に常時参加出来る体制を取れる者であること。 

 

 7 スケジュール 

  公募型プロポーザルへの参加を希望する者は、参加申込書(様式第 1 号)を郵送またはＦＡＸにより提出し 

 てください。ＦＡＸの場合は、必ず電話により着信の確認をお願いします。 

  (1)参加申込書提出期限及び提出場所 

   平成 22 年 8 月 6 日(金)午後 2 時(必着)  社団法人信州・長野県観光協会マーケティング部 

  (2)企画案提出期限 

   平成 22 年 8 月 20 日(金)午後 2 時(必着)  社団法人信州・長野県観光協会マーケティング部 

  (3)プレゼンテーション日時及び場所 

   平成 22 年 8 月 25 日(水)午前中  時間、場所は、後日連絡します。 

 

 8 受託者の選定 

  企画力、制作技術、見積金額等を信州スノーキッズ倶楽部キャラクターデザイン制作業務委託先選定審 

 査委員会の構成員において審査のうえ、総合的に最も優れた能力を有すると認められる者を受託候補者 

 として選定します。 

  (1)選定方法 

   提案書等の提出者によるプレゼンテーションにより行います。 

  (2)選定結果 

   選定結果は、後日通知します。 
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 9 選定しなかった者に対する理由の説明 

  提案書提出者に選定結果を通知します。提案書提出者の内、委託契約候補者以外の者は、通知した日 

 の翌日から起算して 10 日(休日を除く)以内に、社団法人信州・長野県観光協会 マーケティング部に書面 

 (任意様式)により非選定理由について説明を求めることが出来るものとする。非選定理由について説明を 

 求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して 10 日(休日を除く)以内に回答するものとする。 

 

10 選定業者との契約 

  (1)上記 8 により選定された者を、本業務の委託契約候補者とします。 

  (2)委託予定額(上限額)は、金 800,000 円(消費税込み)です。 

  (3)その他 

   ア 契約に当たっては、提案内容を元に、細部について打合せを行います。 

   イ 契約に当たっては、地方自治法施行令第 167 条の 16 及び長野県財務規則第 142 条の規定により 

    原則として契約保証金(契約金額の 100 分の 10 以上)を納付していただきます。 

   ウ 選定された者には、委託業務内容の細部について調整を行ったうえ、改めて見積書の提出を求め、 

    委託契約を締結します。 

   エ 委託業務完了後の著作権については、社団法人信州・長野県観光協会に帰属することとする。 

 

11 提案書等の提出先、本件についての問い合わせ先 

  〒380-8570 

  長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

  社団法人信州・長野県観光協会 マーケティング部 

  担当者 川上千秋 

  (TEL)026-234-7201 (FAX)026-232-3233 

  (E-mail)kawakami@nagano-tabi.net 
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(要領別添 1) 

 

信州スノーキッズ倶楽部 

「キャラクター」デザイン制作業務 仕様書 

 

 

  次の仕様に基づいて、信州スノーキッズ倶楽部「キャラクター」デザインの制作業務を履行すること。 

 

 1 制作業務基本方針 

   制作は、次に掲げる基本方針に基づいて行ってください。 

 (1)社団法人信州・長野県観光協会は、 全国の小学生を対象にスキー、スノーボードの楽しさを体感して頂 

  き、将来のスキー人口の底辺拡大を図り、また、信州・長野県のスキー場へのリピーター、サポーターを増 

  やすため、ジュニア層、ファミリー層が楽しめる信州スノーキッズ倶楽部を運営しております。 

   キャラクターのデザインは、特に冬の信州・長野県をイメージするアクティブなイメージで考案すること。 

 (2)プロモーション、会員様用ツールに使用するため、子供達が可愛らしさ、親しみを感じるデザインとする。 

 (3)使用想定ツールは、ポスター、パンフレット、ノベルティ、メディア広告等とする。 

 (4)着ぐるみ等の立体制作に耐えうるデザインとする。 

 

 2 委託業務の内容(納入する成果品) 

  (1)キャラクター等のデザインは、次のとおりとし、其々のデザインマニュアル(色、サイズ等の規格を明記) 

を提出する。 

    ア メインキャラクター 基本ポーズ 1 点 

    イ メインキャラクター 基本ポーズ バリエーション 2 点 

    ウ サブキャラクター(メインキャラクターの仲間) 3 点 

    エ ロゴマーク又はこれに代わる物 1 点 

  (2)(1)の画像については、印刷に適したイラストレータのデータ形式で保存したＣＤ－Ｒを提出する。 

  (3)デザイン制作の意図に適った各キャラクターの名称 

 

 3 委託概算額(上限額) 

  800,000 円(税込み) 

 

 4 業務完了期限 

   平成 22 年 9 月 10 日(金) 

   ポスター、パンフレット等の使用想定ツールの制作に、業務期間内は可能な限り協力すること。 

 

 5 留意事項 

(1) キャラクター等のデザインは未使用、未発表のもので、デザインが他者の所有権、著作権を侵すもの 

でないこと。 

  (2)本業務に関する所有権、著作権は、すべて社団法人信州・長野県観光協会に帰属すること。 


